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　国の税金である消費税と同様に、国内での販売やサービスの提供及び輸入され
る貨物に対して課税される県税です。

★ 納める人 ★
　消費税と同様に、最終的な税の負担者は消費者のみなさんですが、実際に申告して納める人は事
業者の方です。
譲渡割（国内取引）…国内での販売、サービスの提供などを行う事業者。
貨物割（輸入取引）…輸入される貨物を保税地域から引き取る者。

★ 納める額 ★
　消費税額の22/78を納めます。
　　　　　地方消費税＝消費税額×税率（22/78）
譲渡割…国内での販売、サービスの提供などに係る消費税額から仕入れなどに係る消費税額などを

控除した後の額の22/78
貨物割…輸入される貨物に係る消費税額の22/78

★ 申告と納税 ★
譲渡割…消費税の確定申告書などを提出する義務がある事業者の方は、消費税の申告期限までに、

消費税の申告書と併せて税務署に申告し、申告した地方消費税を消費税と併せて納めます。
貨物割…輸入される貨物を保税地域から引き取る方は、国の消費税の申告書と併せて税関に申告し、

申告した地方消費税額を消費税と併せて納めます。

★ 都道府県間の清算 ★
　国は、地方消費税の納付のあった月の翌々月の末日までに都道府県に払い込むことになっています。
　しかし、地方消費税の最終的な税負担者は消費者であることから、地方消費税は最終消費地に帰
属する必要があるため、課税地と消費地が不一致となります。この不一致を調整するために都道府
県間で消費に関連する指標によりあん分して清算を行います。
※あん分に用いる指標
　⃝「小売年間販売額（経済構造統計（総務省令で定めるものに限る。））」
　⃝「サービス業対個人事業収入額（経済センサス活動調査）」
　⃝「人口（国勢調査）」

★ 市町村への交付 ★
　清算後の収入額のうち50％を、県内の市町村に交付します。
　なお、従来分は国勢調査の「人口」及び経済センサスの「従
業者数」であん分していますが、平成26年４月以降の税率引き
上げ分については、「人口」のみであん分して交付します。

地方消費税地方消費税

区　　　分
消費税

標　準　税　率
7.8％

軽　減　税　率※

6.24％

合計 10％ 8％

地方消費税 消費税額の22/78
（消費税率換算2.2％）

消費税額の22/78
（消費税率換算1.76％）

※「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購買契約が締結された週２回以上発行される新聞」が対象です。
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地方消費税地方消費税

インボイス制度について

・インボイス制度とは、複数税率に対応した仕入税額控除の方式です。
・買手が消費税の納税額の計算方法である「仕入税額控除」を適用するためには、インボイス
の入手と保存が必要になります。

・売手がインボイスを交付するためには、事前にインボイスの発行事業者の登録を受ける必要
があります。

・インボイスの発行事業者の登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要となります。


